
地方独立行政法人三重県立総合医療センター 

検査試薬調達業務仕様書 

 

１．業務名 

令和７年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター検査試薬調達業務 

 

２．業務の目的 

  当院に流通する検査試薬について、正確で安定した供給を確保するととも

に、薬品費の経費削減をはかり、当院事業の円滑な実施を目的とする。 

  

３．調達品目 

  別紙「令和７年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター検査試薬調

達業務見積内訳書」のとおり 

 

４．契約期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

 

５．納入方法 

  当院中央検査部からの発注に基づき、所定の場所に納入すること。 

 

６．物品検査 

  納入時に契約業者立会いのもとに、当院担当者が実施。 

  検査の結果、不合格の検査試薬があったときは、当院が指定する期日まで

に代替品を納入しなければならない。 

 

７．要求水準 

  契約期間にわたる当該業務の実施に関し、当該契約の相手側は下記の事項

を適正に実施しなければならない。また、当該契約の相手側は、安定かつ継

続的に当該業務を推進できる体制及び能力を備え、関連業務にかかる十分な

実績を有していること。 

 

 

 

 



（１）基本事項 

  ①医療の質の向上及び安全を確保し、患者へのサービスを向上できること。 

  ②業務パートナーとして、各医療機関の立場に立った業務運営ができるこ

と。 

  ③各医療機関の経営の合理化及び効率化、継続的なコスト縮減等による経

営改善に貢献できること。 

  ④医療スタッフとの協調を重視し、信頼を確保できること。 

  ⑤当該業務について、支障なく開始できるよう準備を進め、令和７年４月

１日から適性に業務を開始できること。 

  ⑥当院向けの営業担当を設定し、定期訪問（回数要相談）をすること。 

（２）調達に係わる事項 

  ①当該調達物品を確保し、安定的かつ継続的に供給できること。 

  ②発注後、原則として１週間以内に納入すること。 

  ③緊急の納品に対しては、早急に納入に応じることができること。 

  ④欠品・不具合などのクレームに迅速かつ誠実な報告、代替品の提案など

の対応を行うこと。 

（３）納品に係る事項 

  ①病院の指定する日時に、必要数量を確実に納品すること。 

  ②大規模事故、災害時等の緊急時に当院が必要とする薬品を迅速に納品で

きること。 

（４）その他の事項 

  ①当院の業務改善につながる提案を行うこと。 

 

 


